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共働き世帯の増加
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経済的要因に対して（人口減少社会、 少子化）
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差１⑤安定した居住の場１１
論

　　

の 確 保

　　

一

点１⑥次世代への『貧困』

　　

の連鎖』の防止
二

　　　　　

）
合

■

　

生活困窮者対策

　

■
－

　

社会保障審議会 「生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会

　

報告書」 －
平成２５年１月２５日

① 相談支援

　

生活困窮者への包括的・個別的支援の出発点となり、早期的・継続的支援を成

　　　　　　

り立たせる支援の中 核 である。

②就労又援

　　　　　　

求職活動や就労に必要な・能力形成への支援で相談支援の拠点とハローワーク

　　　　　　

や公共職業訓練機関、福祉事務所、社会福祉法人、ＮＰ０や社会貢献の観点か

　　　　　　

ら事業を実践する民間企業な、どのいわゆる社会的企業の連携等ですすめられる。
③多様な就労機会の提供

　　　　　　　

直ちに一般就労が困難な生活困窮者に対して、社会的企業などが中心とな、って

　　　　　　

多 様な、就 労 機 会を提 供する。
④居住確保支援

　　　　　　

居イ主の確保は自立を支える活動の基盤でもある。家賃の補助や賃貸住宅の情報

　　　　　　

提供、住宅の提供などの支援が必要である。
⑨家計相談支援

　　　　　　　

生活再建のための貸付な・どをおこな・うと同時に、生活困窮者の生活力を高めるた

　　　　　　

めにも、 家 計 管 理な、どについて支 援をする。
⑥ 健康支援

　

生活の基礎となる健康の保持・増進、疾病の予防及び早期発見等にっいて支を

　　　　　　

おこなう

⑦ 子ども・若者の支援

　　　　　　

生活困窮家庭の子どもたちや若者の未来を開くための、学習 支援や進学支援な、

　　　　　　

どをおこなう。 ！

　

」



現

　

在

　

の

　

子

　

育

　

て

　

環

　

境昔

　

の

　

子

　

育

　

て

　

環

　

境

地

　

域

隣近所 ぐ隣近所づ

〈
＼

　

祖父母
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〉

誰かが「愛すること、信頼すること、受容れること、

認めること、支えること」の役割を担っていた

■若い夫婦だけでは、子育ては出来ない
ということを忘れてしまった日本人
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祖父母
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一人でいくつもの役割を演じることは困難

■

　

子どもの貧困・貧困の連鎖

　

■
子どもの貧困については、 本人に何の責任もない。子どもが、 人生
の最初から不利な立場に置かれ、様々な可能性を摘み取られる

■子どもの貧困の実態
１１日本の貧困率

　

一 １５．３％（２０００年）ＯＥＣＤ諸国中、 アメリカに次ぎ２位
■子どもの貧困率 一 子ども人口の１４．７％、 ７人に１人が貧困状態

（２００４年時点

　

ＯＥＣＤ諸国の平均よりも高い）
■日本の特徴

　　

一

　

母子世帯の貧困率が突出して高い。 特に無職の一人親
家庭よりも、母親が働いている母子世帯の貧困率が高い

■貧困家庭に育つことの不利
低所得が子どもに及ぼす様々な不利が、 別の不利を招き、 問題を複雑化し、
貧困を固定的なものにする
・親の階層によって、 子どもの学力のみならず、 意欲にまで格差が生じている

（苅谷剛彦東京大学教授

　

調査）

・親の収入が低いほど、 子育ての相談相手もいない、 困った時に助けてくれる
人もいない、といった孤立状態に陥りやすく、 子どもとゆっくり過ごす余裕が持
てない、 といった傾向が見られる。

　　

（松本伊知朗札幌学院大学教授 調査）
・貧困家庭では、 虐待も起きやすい。

　　

（東京都福祉保健局 ２００５年調査）

何故？育てる営みが壊れたのか
－

　

多様な関わりの希薄化

　

－

８



子育ての負担感

専業主婦家庭の方が、子育ての負担が大きいと感じる者の割合が高い
負担感の内容を見ると、「自由な時間が持てない」「身体の疲れ」「気が休まらない」が上位を占める。

０．豹

片親のみ就労等

女性の子育ての負担感

２０特

　　　

輯弔

　　　

ｅＤＩ輪 ８０妾， １００；も
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敏１２‐３５副 子育ての鮎贈の状況
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負担感大

　　

４５．３％

負担感中

　

－－－

　

－

　　　　

－－‐ノメ
損感小

２２．９％

｛賞”）（財）こども未来財団「平成１２年度才青てｒ間する

　　

事数麟資事窯欄蓬報告書１（平成１３年３月）

　

社会福祉法人の経営する

保育所の機能とサービスの未来像
全国青年経営者会 保育所経営に関する検討会（２００４年）

子育て支援機能子育て支援ゴー丁イ
ネート機能

社会資源・他施設と
の連携
児童相談所・福祉事
務所
保健所・医療機関・
保育所・幼稚園
障害者福祉施設・
母子生活支援施設・
学校・警察・弁護士・
民生委員・児童委員・
地域ボランティア．

子育て支援ＮＰ０・
子育てサークル・
児童館・／

　　

ワーク

等

地域子育て支援センター（相談支援等）・つどいの広場（子育
サロン等）・子育て短期支援（ショートステイ／トワイライトステイ）
放課後児童クラブ・育児支援家庭訪問（ホームヘルプ）・ファミ
リーサポート 等

ｒーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ｉ保育士・看護師（保健師）・臨床心理士．相談員．栄養士．…
－ホームヘルパー・保育ママ

　

等の配置
１－－－－■－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－■－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－」

「保育に欠ける」という視点を広げ、地域の
すべての子育てニーズに対応する視点

これまでの保育機能

延長保育‘休日保育・一時保育・特定保育・夜間保育・
乳児保育・障害児保育・乳幼児健康支援一時預かり（病
児・病後児保育） 等

地域への視点

犯罪から守る機能
子どもの安全を守る

地域貢献機能
福祉教育・コミュニ
ティ再生・ネットワーク

化による拠点機能等

域生活支援機能
災害時支援・高齢者
デイサービス・障害者
デイサービス・低所得
者支援・専門外分野
に関する相談窓口・
虐待防止・独居老人
見守り

　　

等

他機関との連携・ネットワーク化への視
連携・ネットワークにより様々なニーズに対応する視点 「子育て」のみならず、地域の福祉ニーズに対応す

９

に共もき車種の

　

　　　
　　　　　



■

　

子ども・子育て会議

　

■

■子ども子育て支援法

　　　　

（
需

給

調

整
）

　　　　

－

　　　　　　　

　

　

地
方
版

　

子
ど
も
‐
子
育
て
会
議

①「市町村子ども・子育て支援事業計画」の

　

策定・変更に際して意見を述べる
②認定こども園、保育所、幼稚園や地域型保

　

育事業の利用定員の設定について意見を

　

述べる

③子ども・子育て支援に関する施策の総合

　

的・計画的な推進に関して必要な事項や

　

施策の実施状況を調査審議する

■改正認定こども園法

④新幼保連携型認定こども園の認可（設置・

　

廃止）に関して意見を述べる
⑤その他、次世代育成支援に関する事項に

　

ついて調査審議する

子どもが健やかに成長することができる社会の実現
に関する事項及び子どもが健やかに育成される環境
の整備に関する事項

園霊園回国
扇翻罰回国
１÷÷「－回 国

　　　　　

保育所

－「唾「回国

　　　　　

幼稚園

　　　　　　　　

雨

■

　

統廃合の意義

　

一

　

行財政改革

■

　

統廃△の意

　　

■

■統合により余剰財源ができたことで、他の子育て支援施策経費に充当できる
■余剰財源により、３．保育環境の整備が進み、子ども達の生活環境が良くなる
■余剰財源により、７．保育所（園）の施設整備が進み、大雨洪水等の災害時でも
安心できる

（保 育 所，カ所 を 廃 園した 場 合）

　　　　　　　　　　　　　　　　

去

例えば…－
児童館運営費

　　

－

　

。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 子 育 て 支援 事 業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（親 子 館 事業 等）

約４か所分
一一ハ．一ハ．一ハ．一ハ．学童保育事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

室－日 題

　　　　　

“

　　

－－－

　　　

■障害児受入 （放課後）

市の新たな財源
５，９００万円２，１００万円

保育料 市負担 市負担

統合による新たな財源

南あわじ市

国基準

保 育 所 運 営 費ー

　　　　　　　　　　　

８，ｏｏｏ万円

　　　　　　　　　　

１

市 負 担

　

４，８００万円

１０



■

　

公立保育所の民間移管の意義

　

■

■移管により余剰財源ができたことで、他の子育て支援施策経費に充当できる
■余剰財源により、３．保育環境の整備が進み、子ども達の生活環境が良くなる
■余剰財源により、７．保育所（園）の施設整備が進み、大雨洪水等の災害時でも
安心できる

（廃園せず保育所１カ所を移管した場合） ーー ］

　

－－ －

　

．子育て寺樗事堂

　　　　　

　　　

　

　　 　 　　　　
鍔馨 鰐費 細か所分 納 Ｌ－－ Ｌｄ． 一瞥警叢等≧

移管による新たな財源

南あわじ市

２，１００万円

　　

５，９００万円→２，３００万円

保育料 市 １，２００万円 国 ・ 県

　

３，６００万円

国基準
民間の場合

　　

一一一

　　　

■障害児受入 （放課後）

　

市の新たな財源

保 育＊準，２００万Ｆ １，２００万円 国 ・ 県

　

３，鋤万円

保 育 所 運 営 費１

　　　　　　　　　　

８，ｏｏｏ万円

　　　　　　　　　　

１

１１ 公立保育所の民間移管の意義

　

■
園舎の老朽化への対応

■民間の建築により余剰財源ができ、他の子育て支援施策経費に充当できる
■余剰財源により、３．保育環境の整備が進み、子ども達の生活環境が良くなる
■余剰財源により、７．保育所（図）の施設整備が進み、大雨洪水等の災害時でも

安 心 で き る

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１一い ■い
（保育所，カ所を建替え移管した場合）・，，い・－い１一い．－－ハ ■い・子育て支援事業
例えば …ー

　　　　　　

．い －ハ．ｈ４単 純ハ．選 講 義等）
児 童 館 運 営 費

　

約１２か 所 分

　　　　　　　　　　　　　　

立劃 琶

　　

－

市 の 新 た な 財 源

　

１８，３３４万円
．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

」

　　　

５，０００万 円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１３，３３４万 円

市 民間負担１

　　　　　

圏 負 担

■障害児受入（放課後）

民間建替えによ
る新たな財源

，，６６６万
民間で建替え
の場合（基金）

民間で建替え２

の場合
公立で建替え
の場合

市１民間負担１ 県 １

　　　

国負 担

市負担 ２０，鯛 万円

保 育 所 建 築 費１

　　　　　　　　　　　

２０，ｏｏｏ万円

　　　　　　　　　　

ｌ

１１
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１ 公立保育所の民間移管の例． １
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４月１日 ～

！●職員の対応が比較されや
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すい
１●修繕費の負担の問題

Ｂパターン

　　　　　

Ｃパターン

（建替え移管）

　

（建替え移管）
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５年～１０年後

●職員の対応が比較されや
すい

●修繕費の負担の問題

○建物が新しいので喜ばれる
●安心こども基金（補助金）

　

が、 いつまで続くか？

●土地確保をどうするのか？

■市からの無償貸与
■持ち込み（自前）

○建物が新しいので喜ばれる
○ 「移管」 を知って入園する
保護者が多く、 移行しやすい
●安心こども基金 （補助金）

が、 いつまで続くか？

●土地確保をどうするのか？

１２


